
下野市告示第１３９号 

平成２８年９月２１日 

   下野市福祉有償運送運営協議会運営要領 

 （趣旨） 

第１条 下野市福祉有償運送運営協議会設置要綱（平成２７年下野市告示第８９

号。以下「要綱」という。）に規定する下野市福祉有償運送運営協議会（以下

「協議会」という。）の運営に関しては、要綱及び法令等に定めるもののほか

この要領の規定によるものとする。 

 （提出書類） 

第２条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第７９条の２、第７９条の６

又は第７９条の７の申請を予定しているＮＰＯ法人等の非営利法人（以下「Ｎ

ＰＯ法人等」という。）は、栃木県知事に提出する書類の写しに様式第１号及

び様式第２号を添えて、協議会に提出するものとする。 

 （協議会の招集） 

第３条 前条の書類の提出があった場合には、会長は、協議会の会議（以下「会

議」という。）を招集するものとする。 

２ 会長は、会議を招集する場合には、事前に委員に会議資料を送付するものと

する。 

 （会議出席の特例） 

第４条 会議を欠席する委員（会長及び副会長を除く。）は、同一の団体若しくは

機関に所属する者を代理人として出席させ、又は当該委員が特定した委員に、

書面をもって、合議及び表決を委任することができる。 

２ 委任状を提出した委員（代理人出席を含む。）は、要綱第６条の適用について、

会議に出席したものとみなす。 

 （議決の特例） 

第５条 会長は、ＮＰＯ法人等の申請が次の各号のいずれかであって、かつ、会

長が会議の開催を不要と判断した場合には、会議の開催に代えて資料の郵送又

は持ち回りにより意見の聴取及び議決（以下「書面議決」という。）を行うこ

とができるものとする。 



 （１） 更新登録申請 

 （２） 変更登録申請（区域の増加に限る） 

 （３） 運送の対価変更申請 

 （結果の通知） 

第６条 会議結果は、申請のあったＮＰＯ法人等に書面で通知するものとする。 

（会議の公開） 

第７条 会議は、公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、非公開

とする。 

 （１） 下野市情報公開条例（平成１８年下野市条例第１０号）に規定する非

公開情報に該当する事項について、協議等を行う場合 

 （２） 会議を公開することにより、当該協議会の公正又は円滑な運営に著し

い支障が生ずると認められる場合 

２ 前項ただし書きの規定により非公開とする場合は、会長が協議会に諮って決

定する。 

   附 則 

 この告示は、平成２８年９月２１日から施行する。 



様式第１号（第２条関係） 

年  月  日 

 下野市福祉有償運送運営協議会会長 様 

                    事業所長名          印   

福祉有償運送の実施に係る協議について 

 福祉有償運送の実施を希望するため、当法人が道路運送法の規定による自家

用有償旅客運送（福祉有償運送）の登録の申請を行うために必要な協議を行っ

ていただきたく、別添資料を添えて申請いたします。 

 なお、別添資料は栃木県知事に提出する書類の写しに相違ありません。 

記 

１ 福祉有償運送の新規、更新、変更登録申請を希望する法人 

法人名    

代表者名   

所在地    



様式第２号（第２条関係）     

旅客から収受する対価について 

１ 事業所 

事業所名

所在地

電話番号及びﾌｧｯｸｽ番号

担当者氏名

２ 料金  

（１） 運送の対価の設定 

対価設定の方法 ア 距離制  イ 時間制  ウ 定額制 

複数乗車の対価 ア 定める  イ 定めない  

運賃の収受方法 ア 乗車毎に収受  イ １ヶ月分まとめて請求 

※ 料金表を添付すること。 

（２） 運送の対価以外の対価 

設定 ア 設定する  イ 設定しない 

対価以外の対価の種

類 

ア 迎車回送料金  イ 待機料金   

ウ その他の料金 

運賃の収受方法 ア 乗車毎に収受  イ １ヶ月分まとめて請求 

※ 料金表を添付すること（料金を適用する場合の基準を明確にすること。）。 

■留意事項 

「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」（平成１８年

９月１５日付国自旅第１４４号）を参照のこと。 


